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4 年近く経って、やっと被害額が明るみに 

・・・勧告に対する措置について（通知）・・・ 

2005 年 4 月 2１日付けにて「勧告に対する措置について（通知）」が監査請求

を行なった町民 30人に届きました。 

 

【代表監査請求人・西澤伸明氏の解説】 

以下の別紙を閲覧していただくと理解できますが、「盗水者」に請求したのは施

設破損料の 830円のみで、不正にまぬがれた水道料金や行政罰である 5万円の過

料について「話し合いをしました」とか「特定しました」という段階にとどまっ

ています。３件の中で、一番古いものでは、平成 13 年 6 月の不正行為から 4 年

近く経って、ようやく被害額を明らかにしたというものです。 

 また、罪を犯した行為に対して、「損害金の支払いの意志がない場合」や「支払

いが滞れば」「被害届けなど」を考えるというものです。不正取水を発覚した時点

で「町が被害を受けた」という認識があるのか、極めて疑わしいものです。 

 情報公開で得た 10月 19日の大町監査委員に対する町長の回答でも、盗水の行

為を現認していてもなお「調べないと通告できない」と述べています。さらに重

大なのは、以前から、不正取水のうわさを町長も「不正盗水とかは耳にしている」

などと認識していたことをうかがわせる話をしています。にもかかわらず厳正で、

確固とした対応を怠ってきたことが「盗水」行為を蔓延させてきたのです。 

 監査委員の勧告という法に基づいた裁きが下っても、このように甘い措置を正

すため、署名運動など住民の運動をさらに強める方法を検討しています。みなさ

まのご協力よろしくお願いいたします。
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